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１ 実施の目的                          

 虹ケ浜海水浴場は、日本の渚100選や日本の快水浴場100選にも選定されている

全国屈指の海水浴場であり、平成20年後半では、毎年10万人以上が訪れる人気の

観光スポットでした。しかし、新型コロナウイルス感染症による外出自粛や近年

の異常なまでの猛暑、レジャーの多様化により、海水浴客は大幅に減少し、それ

と比例して海の家の出店者も減少しました。 

以前のようなにぎわいを創出するための虹ケ浜の需要調査及び海水浴客の利便

性向上を図ることを目的として、下記のとおり、飲食物の提供が行える「キッチ

ンカー」の出店を募集します。 

２ 募集内容                              

(１) 出店場所 

光市虹ケ浜二丁目付近松林内 

 虹ケ浜海岸松林内 

R4 R5 R6 

虹ケ浜海水浴場 

利用者数 
51,800 52,700 42,200 

 (２) 出店形態 

    販売品目は、飲食物とし、保健所から当該区域の営業許可を受けたキッ

チンカーによるテイクアウト販売とします。 

   ※電気設備や水道設備等の使用はできません。 

光駅

出店場所
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 (３) 出店規模 

    １台当たりの設置面積は１５㎡程度 

    ※車両サイズは幅最大３ｍ、長さ最大６ｍとします。 

 (４) 出店日 

    令和７年７月１９日（土）から８月１７日（日）まで 

    ※７月２６日（土）は除きます。上記は虹ケ浜海水浴場開設期間で、期

間中の１日のみの出店も可能です。 

 (５) 出店時間（キッチンカー搬入・搬出時間） 

搬入時間       ９時００分 ～  ９時３０分 

出店（販売）時間  １０時００分 ～ １７時００分 

搬出時間      １７時１５分 ～ １８時００分 

※販売時間については、出店者の営業上の都合により短縮することも可

とします。７月２７日（日）は現地イベントの影響のため、１１時頃

から搬入開始可能予定です。 

 (６) 出店料 

    無料 

    ※その他、出店に要する費用は、出店者の負担とします。 

 (７) その他 

  ア 天気の急変等により急遽海水浴場を不開設とする可能性があります。こ

の場合は、安全を考慮して出店中止とします。雨天等により、海水浴場を

不開設とする場合、前日または当日の８時３０分までに、連絡をします。 

  イ 応募者多数の場合は、出店日の調整依頼することがあります。調整は、

以下の順で行います。 

① 市内事業者を優先する。 

② 事務局による抽選を行う。 

なお、販売品目の調整は原則行わないため、同一日の販売品目が出店者

間で重複する場合があります。また、出店位置は、事務局が指定します。 

  ウ 連続した日に出店する場合に、車両等を会場に置いたままにしておくこ

とはできません。 

 エ 出店時間及び期間については、原則上記のとおりですが、虹ケ浜海岸の

需要調査の目的があるため、途中で内容を変更する場合がありますので、
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ご了承ください。 

３ 実施の流れ                             

４ 実施要件                               

 (１) 実施内容 

    キッチンカーによる飲食物のテイクアウト販売であること。 

 (２) 対象としない内容 

    次のいずれかに該当するものは、出店の対象となりません。 

募集要項の

公表 
出店者の募集を開始 令和７年５月２６日(月) 

事前相談 

現地視察 

出店希望者は、事務局と調整の

上、事前相談・現地視察を実施 

※申込先 

 事務局（９ 問合せ先・書類

提出先） 

随時・希望者のみ 

申請書等の

受付 

出店希望者は応募に必要な書類

を事務局に提出 

令和７年５月２６日(月) 

～令和７年６月３０日(月) 

〈持参される場合〉 

・市役所閉庁日は除く 

・受付時間は８時３０分から

１７時１５分まで 

審査 

事務局は、提出書類をもとに、 

実施要件や資格要件に合致して

いるかなどの審査及び出店日の

調整 

令和７年５月２６日(月) 

～令和７年７月上旬 

出店者の 

決定 

事務局は、出店申請者へ審査結

果を通知 
令和７年７月中旬 

事業の実施
許可を受けた出店者は、事業を

実施 

令和７年７月１９日（土） 

～令和７年８月１７日（日） 

ヒアリング

事業実施後、出店者は、事務局

に実績報告書を提出し、事務局

は、出店者からヒアリングを実

施 

事業実施後 
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 (３) 集客・広告 

  ア 市は、集客のためにホームページやＳＮＳなどで店舗名、出店日時、主

な販売品目等を掲載します。なお、販売品目の写真掲載については、デー

タの提供があれば可能です。 

イ 出店者においては、それぞれの手段（広告等）によって集客活動に協力

をお願いします。 

５ 資格要件                               

 (１) 出店者の応募資格 

  ア 実施内容を実行できる意思と能力（運営力、資力、資格等）を有する企

業、ＮＰＯ法人、市民団体、個人事業主等であること。 

  イ 応募時までに販売品目について食品衛生法等の各種許可を受けているこ

と。 

  ウ 応募時までに、提供する食品に起因した食中毒等に対する賠償責任を補

償する保険に加入すること。（例．生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）等） 

 (２) 出店者の制限 

    次の要件のいずれかに該当する者は、出店者になることができません。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当す

るもの 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条に規定する団体又はその構成員。また暴力団員等と社会的に非

難されるべき関係を有しているもの 

①法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの

②公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反社会的な破壊の恐れがある活動

③人権を侵害し、又はその恐れがある活動

④政治性のあるもの又は選挙に関係する活動

⑤宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関する活動

⑥社会問題その他についての主義又は主張にあたる活動

⑦内容又は責任の所在が不明確な活動

⑧消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適当でない活動

⑨青少年の保護及び健全育成の観点から適切でない活動

⑩騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される活動

⑪その他、市長が適当でないと認める活動
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  ウ 市町村税を滞納しているもの 

  エ 申請書提出時点で、光市から指名停止を受けているもの 

  オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしているもの、又は民事再

生法に基づき再生手続開始の申立てをしているもの 

  カ 宗教活動又は政治活動を目的としているもの 

  キ その他市長が適当でないと認めるもの 

６ 応募手続き                              

 (１) 提出書類

名称 提出部数 

キッチンカー販売事業出店計画書（様式第１号） １部 

出店希望日程表（様式第２号） １部 

誓約書（様式第３号） １部 

営業許可書の写し又は写真 １部 

食品衛生責任者又はそれに代わる資格証明書の写し又は写真 １部 

生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）等の保険証書の写し又は写真 １部 

市町村に納める全ての税の滞納がない証明書（完納証明書） １部 

 (２) 提出書類の受付 

  ア 出店者は、(１)の提出書類を作成し、受付期間中に事務局に提出しま

す。 

  イ 提出方法は、持参（市役所開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分

まで）、郵送（受付最終日必着）、電子メール又はＦＡＸとします。 

   ※電子メール又はＦＡＸで提出する場合の注意点 

     送信後、必ず到達確認の電話をしてください。また、電子メールで提

出を行う場合、証明書等の写しについては、スキャナーで読み取ったデ

ータもしくは、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を添

付してください。また、電子メールの件名は「虹ケ浜海岸におけるキッ

チンカーの出店について」としてください。 

 (３) 提出書類の提出先 

    事務局（９ 問合せ先・書類提出先）に提出してください。 

 (４) 応募に関する注意事項 

  ア 費用負担 
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    応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、出店者の負担と

します。 

  イ 提出書類の取扱い等 

    提出書類は返却しないものとします。また、提出書類は、本イベントの

利用目的以外には無断で使用しません。 

  ウ 法令等の遵守 

    利用にあたっては、事前に出店者の責任において関係法令等を確認し、

事業実施時における法令適合のリスクは出店者に帰属することとします。 

  エ 失格事項 

    出店者が次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

   (ア) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   (イ) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

   (ウ) 本要項に定める手続きを遵守しない場合 

７ 実績報告書の提出・ヒアリング                         

(１) ヒアリングの実施について 

出店期間終了後、事業者は出店実績をまとめた資料を速やかに提出してくだ

さい。また、事務局が実績報告書の内容などについてヒアリングを実施します

ので、ご協力をお願いします。  

  (２) 提出書類

名称 提出部数

実績報告書（様式第４号） 

※添付資料  

・対象施設の写真（出店中） 

・収支・集客報告書（任意様式） 

 複数の出店日がある場合は、出店日毎の数値を記載。 

１部 

８ その他注意事項                          

 (１) 出店上の注意事項 

  ア 食品衛生法その他関連法令を遵守し、食中毒の防止に万全を期するこ

と。 

  イ キッチンカーには、営業許可書及び市が交付する「許可書」を常に外か

ら見える位置に掲示すること。 

  ウ 衛生管理を徹底するとともに、キッチンカー及びその周辺を適宜清掃
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し、周囲の環境美化に努めること。また、お客様のごみを回収する環境を

準備し、ごみは全てその日に持ち帰り、適正に処分すること。 

  エ 出店により生じた排水は、利用地内に流さず、持ち帰りのうえ、適正に

処分すること。 

  オ 出店による事故（火災、食中毒、その他苦情（販売品や営業方法に関す

る個店の問題）を含む）などのトラブルは、出店者の責任において対処す

ること。また、トラブルが発生した場合は、速やかにその内容を市に報告

すること。 

  カ お客様の往来の妨げにならないよう十分配慮すること。 

  キ 音響設備や拡声器等、騒音となり得る機器は使用しないこと。また、振

動、異臭等の発生防止に努めること。 

  ク 営業に必要な電気、飲料水等は、出店者が用意し、市に財政負担を生じ

させないこと。 

  ケ 火器を使用する場合は、安全対策を万全にし、事故防止に努めること。

また、消火器を必ず設置すること。 

  コ 雨天時等のやむを得ない理由により、出店を中止する場合などは、事前

に市に連絡すること。 

  サ 敷地内禁煙等、利用地周辺のルールを遵守すること。 

 (２) 責任及びリスク負担の考え方 

    出店者が実施する事業については、出店者が責任を持って遂行し、当該

事業に伴い発生するリスクは、原則として出店者が負うものとします。 

 (３) 事業中止 

    「計画内容と著しく異なる」、「公の秩序又は善良な風俗を害するおそ

れが認められる」、「偽りその他不正な手段により使用許可を受けた」な

ど、本事業の目的から逸脱し、市からの警告等が発せられてもなお改善が

見られない場合は、利用を中止していただくことがあります。 

    なお、利用中止によって生じた損害等について、市は一切の責任を負い

ません。 

 (４) 事業終了後 

    事業終了後、利用場所の原状復帰をしてください。 

９ 問合せ先・書類提出先（事務局）                 
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  ■部署 光市経済部観光・シティプロモーション推進課（担当：山本） 

  ■住所 〒７４３-８５０１ 光市中央六丁目１番１号 

  ■電話：０８３３－７２－１５３２ 

  ■FAX : ０８３３－７２－８９８１ 

  ■E-mail：kankou@city.hikari.lg.jp


